
１ はじめに

道東の池田～北見間の１４０�を走る
「北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河

線（以下「銀河線」と略。）」は、道内

唯一の国鉄ローカル線を転換した第三

セクター鉄道である。同線は関係者協

議会で道庁から廃止提案され存続の危

機に立たされている。鉄道事業として

毎年巨額の赤字を計上し補填用基金の

枯渇、輸送人員が転換後の最盛期に比

し半減、バス転換の方が自治体負担額

を圧縮可能、これらが提案の理由であ

る。しかしながら、オホーツク圏初の

鉄路として百年余の歴史を有し、十勝

圏とオホーツク圏を結節し、唯一存続

した路線を簡単に廃止して良いもので

あろうか。

銀河線沿線で結成された「ふるさと

銀河線存続運動連絡会議（以下「連絡

会議」と略。）」は、あの手この手で知

恵を絞りつつ、存続に向けた提案型活

動をしていく中、小泉改革の地域活性

化施策の活用を模索中である。本稿で

は、その軌跡を紹介していきたい。

２ 地域再生の課題と小泉改革

経済の停滞が続く今日、道内でも公

共事業費削減による景気の低迷、高失

業率の状況にある。こうした中、小泉

内閣は国と地方の関係の再検討（事務

見直し、各種規制等の廃止や緩和、国

の「関与」の見直し、財源の見直し
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等）を目論む三位一体改革を掲げ、地

域再生を打ち出した。国の一方的支援

ではなく、意欲ある地域の主体的取り

組みへの側面支援としている。

また、構造改革特区は地方公共団体

や民間事業者等の自発的な発案で、特

区での規制緩和特例の導入で、地域の

活性化を図る制度である。新たな特例

措置の提案と特例活用の計画申請があ

り、地域再生には支援措置提案と認定

申請の段階がある。

国は提案を受け、特区や地域再生の

メニューを作成し、自治体側はそれら

を組み合わせて地域でのプロジェクト

を認定申請する。計画の認定申請は自

治体のみが行え、プロジェクト概要と

活用メニュー、準備状況等をマニュア

ル準拠で容易に申請できる。提案の応

募は何人（自治体・企業・団体・個人

等）でも可能だが、省庁との交渉過程

等では、関連する政策の高度な知識と

臨機応変な対応（論点整理）が必要と

なった。

３ 第三セクター「ふるさと銀
河線」の転換と存廃論議の
経過

� 池北線の歴史と国鉄改革

池北線は、網走本線として１９１３年に

野付牛（現北見）まで開業した。とり

わけ池田～北見間では峠越えの区間も

含めトンネルが一つもなく、急カーブ

も少なく後述の高速化に適した路線で

あった。しかし昭和戦前期に短絡ルー

トの石北線が開通し、１９６１年に石北本

線がメインルートとなる一方で、この

在来ルートは「池北線」としてローカ

ル線に格下げとなった。その後同線は、

当時道内に多数存在した国鉄赤字ロー

カル線の一つとなった。国鉄末期の特

定地方交通線対策時には、一時は「長

大４線」として協議保留となり、政治

決着で池北線だけが存続した。

１９８９年の第三セクター鉄道への転換

に際し、銀河線では当初から多額の欠

損が予想され、道庁と沿線では多額の

経営安定基金を積み立てた。位置付け

や使途の異なる基金としたが、経済状

況の激変で基金運用益での欠損補填の

目論みは瓦解した。

その結果、今回この第二基金枯渇を

前に、ふるさと銀河線関係者協議会
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（道庁・沿線首長）が組織された。

� 第三セクター設立後の経過（廃止

提案）と連絡会議

銀河線は、第三セクター・北海道ち

ほく高原鉄道�の運営に転換された。
転換後は一定の経営努力もあったが、

抜本的な改善には繋がらなかった。ま

た沿線のふるさと銀河線振興会議等の

支援も、乗車促進にはなかなか直結し

なかった。経営改善についても活性化

策と合理化策がまとめられたが、消極

的な合理化策だけが実施され、「完全

高速化案」（工費１４０億円余り）も資金

拠出の見通しが立たず、将来的検討課

題となった。

２００３年、関係者協議会での存廃議論

では、財政難からバス転換を睨んだ提

案に対して地元側は異を唱えた。道庁

側は、道財政が厳しく欠損の負担は一

定額（４，５００万円：バスの補助額を上

限）以上は困難、制度的に鉄道存続の

支援制度がなく全額地元負担だが、バ

スなら既存の過疎バス補助と通路部分

の負担が無く、欠損の大幅圧縮が可能

とした。

道庁は、銀河線を交通弱者中心の地

域輸送と受け止め、バスでも足の確保

は可能とした。

一方銀河線沿線等では、民間の存続

組織として「応援団」「特急を走らせ

る会」「鉄路を考える会」などの結成

後、連携強化のため「連絡会議」が組

織され、活動紹介や情報提供、関係者

協議会の傍聴、各行政機関への働きか

けを行った。さらに各種会議録や報告

書等の情報開示請求も行い、それらの

分析により財政シミュレーションや鉄

道・バスの欠損額の算出、費用便益分

析等の判断材料を整理・検討した。

� 全国的な地方鉄道の危機的状況

今日、鉄道事業法で鉄道の廃止手続

きが認可制から届出制に緩和され、全

国で地方鉄道の存廃問題が顕在化した。

近年のバス転換事例では、岐阜県の名

鉄谷汲線が鉄道乗客の２割程度しかバ

スに移行しない等、バス転換は鉄道の

代替にはなり得ないケースが続出し、

えちぜん鉄道（福井）、万葉線（富山）、

北勢線（三重）のような、廃止寸前の

地方鉄道を住民の運動で方針転換・存

続させた事例も存在する。その際、直

接の経常収支のみならず、バス転換時

の欠損額の推移や費用便益分析も議論

されている。
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４ 「ふるさと銀河線」存続再
生への提案内容

� 列車運行方式の改革（直通特急列

車やDMVの導入）

現在銀河線は普通列車主体の近隣輸

送（高校生の通学輸送等）が運行の中

心で、低コスト化が必要である。とり

わけ、現在 JR北海道で開発中のDMV

（道路／鉄道両用走行車）や信号シス

テムのGPS衛星活用技術等が期待さ

れる新技術である。DMVは一般の公

道も走行可能で車両価格が通常鉄道車

両の１／１０程度とされ、またGPS技

術は地上信号施設が不要となり、大幅

なコスト削減となりうる。しかし

DMV運行では、道路上と鉄道上の法

令面での整理が必要であった。

一方、銀河線への札幌直通の特急列

車導入では、路盤改良を「完全高速

化」（工費１４０億円余）ではなく、「簡

易高速化」（工費数十億円余）で行い、

現在の赤字解消の可能性があると、民

間の立場で提案した。全国的には、第

三セクター鉄道での JR直通特急列車

の運行は、黒字基調となっている事業

者が存在することからも示されている。

また現在の JR石北本線（遠軽経

由）はスピードアップが困難で高速化

の予定はなく、時間的にも高速バスに

勝てず、オホーツク圏が取り残されて

いる。知床の世界遺産登録への対策と

しての鉄道の改善はほとんど考慮され

ていない。なお特急運行等のためには、

銀河線の第三セクター会社自体の経営

体制の抜本的見直しと民間的経営感覚

の導入、JRとの連携等も必要である。

� ゼロ金利債（コミュニティ・ファ

ンド）の活用

ゼロ金利債とは、銀河線で年間欠損

額３億７千万円の一部穴埋め用１億円

の財源調達方法である。つまり、�１００
億円の自治体基金と全国の個人資金を

ゼロ金利でちほく高原鉄道経営安定基

金に貸付、�これを１％の金利で環境
対策重視の他の自治体へ貸付、�これ
で得た１億円の金利差益を鉄道事業者

に助成、である。他方、沿線７自治体

議会は資金を貸付けた個人・自治体に、

地方自治法２１４条の債務負担行為議決

を行い、貸付者に元本を保証する。

北見市を除く沿線６町には２００１年度

末現在１５４億円の基金があり、これは

２００５年４月からのペイオフ実施で決済

用預金として金融機関に預けられる。

しかし決済用預金には利息が付かない
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ため、ゼロ金利でちほく高原鉄道の経

営安定基金に積み替えても不利益はな

い。

このゼロ金利債には、その前史の

「ゼロ金利るべしべ愛町債」がある。

これは筆者（中川）が留辺蘂町在職中

の２００３年６月、社会福祉法人知的障害

者更生施設建設の際、同様の手法で財

源調達し、全国から３６人、７，５００万円

の資金を得た。他方、銀河線の経営安

定基金の第一基金には約４９億円の積立

があり、うち２５億円は１．３～２．０％の利

率で北見市への貸付で金利収入を得て

いる。今回のゼロ金利債は留辺蘂町と

北見市で実施済みの手法を結合させた

ものである。

留辺蘂町が同手法で財源調達した後、

中央省庁には新しい変化の兆しが生じ、

金利の付かない地域通貨発行やコミュ

ニティ・ファンド創設となった。この

うち、コミュニティ・ファンドは総務

省が新たに提起し、２００３年７月「新し

い経済活動を伴う地域経済の活性化に

関する研究会」（座長；加藤寛千葉商

科大学学長）を立ち上げた。３回の会

合の後、２００４年３月地域通貨とコミュ

ニティ・ファンドに関する報告書をま

とめた。同ファンドは、�自治体が自
ら出資等を行い、それを「呼び水」と

し、�地域住民・地域企業の出資等を
募り、�その資金をコミュニティサー
ビス事業者（この場合は鉄道事業者）

に助成・融資するものである。総務省

はこの取り組みに対して、２００４年度か

ら地方交付税による財政支援を決めた。
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５ 提案事項に対する省庁交渉
での課題

� 鉄道運行方式に関する省庁交渉経

過（道路への鉄道敷設やDMVの

特区）

先述の運行面での変革のため、連絡

会議ではまずDMVの有効活用と統一

的な地域交通体系の実現、道路への鉄

道敷設を目指した。だが国土交通省の

回答は、否定的であった。そのため、

代替案として「軌道法」準拠を提示し、

２００５年１月「現行制度で対応可能」と

の回答を得て、実現が可能かについて

の疑義を照会中である。

� ゼロ金利債（コミュニティ・ファ

ンド）についての各省との交渉

連絡会議は２００４年１２月以降、総務省

・金融庁・法務省に対し２回意見書を

提出し、以下の回答（要約）を得た。

総務省：自治体間の資金の貸付運

用を認めると共に、個人資金につい

てもこの運用が債務不履行になるこ

とはない。

金融庁：出資法が自治体間の資金

の貸付運用まで禁じていないが、個

人資金については預貯金者保護の法

的な枠組みに服さないため認められ

ない。

法務省：自治体資金・個人資金の

運用は同法により認められない。

このため連絡会議は、法務省に対し

て、自治体資金の運用を容認するよう

に再々回答を求めている。

� 構造改革特区・地域再生の提案時

の留意点

構造改革特区提案の場合は、実施上

の規制（法律・政令・府省令）を調査

し、規制緩和の立証が必要だが、税財

源措置は対象外である。次に、提案後

の省庁交渉は内閣官房経由のため、提

案者の確実な投げかけが可能だが、通

達や事務要領の検討も必要なケースも

ある。また、担当省庁の質問や回答で

は、例えば「現行の規定により対応可

能」との回答でも、実際には「事実上

不可」、とのケースもありうる。こう

した場合は、疑義について念を押して

意見提出する。一方、「対応不可」の

回答でも、代替案の提案で担当省庁の

懸念が払拭されたり省益と合致すると、

対応可能に変更の場合もありうる。

地域再生提案も同様に支援措置の提

案で、許認可関連の法令や国庫補助等
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の吟味が十分必要で、単なる補助金交

付の要望は対象外とされる。

６ 小泉改革活用の提案の有効
性と課題

今回、全国で様々な取り組みが紹介

され、提案が全国展開される可能性も

ある。また「現行の規定により対応可

能」との回答を活用することで、新た

な展開にも繋がる。マスコミ注目によ

るPR効果や、担当省庁と直接意見交

換できるというメリットがある。

しかし省庁の壁はやはり厚く、全国

展開した特区等は見い出し難く、また

提案内容も、「どぶろく」や教育内容

のようないわば「ソフト面」が多く、

社会資本整備等の「重い課題」への取

り組みは少ない。それは制度やその政

策の歴史の熟知や遺漏なき省庁交渉が

必要なため、民間では対応困難なのか

もしれない。

各省の最終回答は出ていないが、地

方鉄道再生支援制度（国土交通省鉄道

局）のように一部実現したものも存在

する。しかし、疲弊する地方からの悲

壮な民間提案も、地域一丸の対応がな

ければせっかくの制度も適用されず、

沿線自治体へのさらなる働きかけが必

要である。

またゼロ金利債については、仮に前

述の自治体基金の貸付が「可」の場合、

それは特区ではなく、「現行制度で対

応可能」ということになる。つまり全

国で常時実施が可能となる。具体的に

は、第三セクターのみならず経営が厳

しい地方鉄道全体が、自治体の協力で

この手法での財源調達が可能となる。

またこのスキームは、財源難に悩む自

治体でも多用が期待される。このス

キームで基金を持ち寄った自治体は、

金利を生まないはずのものが実質的に

１％の利息を得られる。一方、それを

１％で借り受けた自治体は起債の繰上

げ償還等への充当で、多額の利払いも

節約できる。

７ おわりに－今後の課題－

今後連絡会議では、第７次特区で

「DMV特区」と、ゼロ金利債での個

人資金の貸付容認の獲得を目指してい

る。

地方分権の主目標は「自治体行政へ

の住民参加」であった。しかし今日、

沿線住民自身による「市民鉄道」の模

索、そのための「自治体財政への住民
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資金による参加」に発展しつつある。

地域の鉄道を地域に不可欠な社会資本

と認識し、率先して「乗る仕組み」を

まず積極的に醸成する。同時に、「ゼ

ロ金利債」をキーワードにした新しい

コミュニティ・ファンドの波が全国へ

普及することを切に期待したい。
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